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衆
議
院
議
員
志
賀
一
夫
君
提
出
国
営
母
畑
地
区
総
合
農
地
開
発
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
五
第
六
号 

平
成
四
年
十
二
月
十
五
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
志
賀
一
夫
君
提
出
国
営
母
畑
地
区
総
合
農
地
開
発
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
に
つ
い
て 

国
営
母
畑
土
地
改
良
事
業(
以
下｢

本
事
業｣

と
い
う
。
）
は
、
農
用
地
の
造
成
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
整
備

及
び
区
画
整
理
の
各
事
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
の
高
い
農
地
の
創
出
と
農
業
経
営
の

規
模
拡
大
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
着
工
し
た
も
の
で
あ
る
。 

着
工
後
は
、
事
業
の
推
進
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
等

を
踏
ま
え
適
切
に
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
一
年
に
本
事
業
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

以
下｢

計
画
変
更｣

と
い
う
。
）
を
行
い
、
ま
た
、
現
在
二
回
目
の
計
画
変
更
を
行
う
た
め
に
必
要
な
手
続
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



二
に
つ
い
て 

事
業
費
が
増
加
し
た
要
因
は
、
①
労
賃
及
び
物
価
の
上
昇
、
②
土
地
改
良
区
等
の
要
請
に
基
づ
く
工
事
内
容

の
変
更
、
③
昭
和
五
十
一
年
の
計
画
変
更
時
に
予
測
で
き
な
か
っ
た
自
然
的
要
因
に
基
づ
く
工
事
内
容
の
変
更

等
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
一
年
の
計
画
変
更
は
、
福
島
県
知
事
と
の
協
議
、
受
益
農
家
の
同
意
の
徴
集
等
土
地
改
良
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
基
づ
く
手
続
を
経
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
計

画
変
更
に
つ
い
て
は
、
受
益
農
家
等
の
意
向
を
踏
ま
え
て
案
を
作
成
し
、
現
在
、
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
福
島

県
知
事
等
と
の
協
議
を
終
了
し
て
受
益
農
家
の
同
意
の
徴
集
手
続
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
所

要
の
手
続
を
適
切
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

昭
和
五
十
一
年
の
計
画
変
更
後
の
事
業
費
は
百
五
十
四
億
円(

昭
和
四
十
七
年
度
価
格)

で
あ
り
、
今
回
の
計

画
変
更
に
お
け
る
変
更
後
の
事
業
費
は
五
百
四
十
七
億
円(

平
成
二
年
度
価
格)

を
予
定
し
て
い
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

受
益
農
家
の
負
担
に
関
し
て
は
、
土
地
改
良
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号)

第
二
条
第

四
号
に
お
い
て
、
受
益
農
家
が
当
該
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
金
額
は

農
業
経
営
の
状
況
か
ら
み
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
負
担
能
力
の
限
度
を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
計
画
変
更
に
つ
い
て
は
、
当
該
要
件
へ
の
適
合
を
含
め
法
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従 

い
、
適
切
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

国
営
土
地
改
良
事
業
は
、
広
範
囲
の
地
域
に
及
ぶ
大
規
模
な
工
事
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
施
行
に

係
る
地
域
、
事
業
費
等
に
変
動
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
営
土
地
改
良
事
業
に

係
る
計
画
変
更
に
関
し
て
は
、
十
分
な
調
査
を
経
、
受
益
農
家
等
の
意
向
を
踏
ま
え
て
案
を
作
成
し
た
上
で
行

う
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
前
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
に
は
長
期
間
を
要
す
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
本
事
業

に
つ
い
て
は
、
今
後
早
急
に
、
受
益
農
家
の
理
解
の
下
に
計
画
変
更
に
つ
い
て
の
同
意
を
得
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

ま
た
、
当
該
ダ
ム
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
計
画
変
更
と
関
連
す
る
事
項
で
あ
り
、
計
画
変
更
が
完
了
し
、
か

ん
が
い
に
必
要
な
用
水
量
が
確
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
早
急
に
、
計
画
変
更
の
手
続
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
。 

本
事
業
の
実
施
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
年
度
ま
で
に
約
五
億
六
千
万
円
の
経
費
を

要
し
て
い
る
。
当
該
経
費
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
負
担
し
て
い
る
。 

農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
土
地
改
良
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
観
点
か
ら
、
農
家
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
、
負
担
金
の
支
払
期
間
の
延
長
、
負
担
金
の
支
払
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
土
地
改
良
区
等 

千
五
沢
ダ
ム
の
完
成
検
査
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
計
画
変
更
の
完
了
を
待
っ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

六 

 



 

七 

の
借
入
金
に
対
す
る
利
子
補
給
等
の
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
土

地
改
良
区
と
も
調
整
の
上
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
本
事
業
に
適
用
さ
れ
、
受
益
農
家
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う

努
め
て
ま
い
り
た
い
。 




